
議 案 第２１号 

 

浦安市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 

 浦安市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように

制定する。 

 

  令和７年１１月２１日提出 

 

                    浦安市長  内 田 悦 嗣 

 

 

提 案 理 由 

一般職職員の給料月額並びに通勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当

の額を改定するため、改正を行うものである。 



浦安市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 浦安市一般職職員の給与に関する条例（昭和32年条例第７号）の一部

を次のように改正する。 

  第８条の４第２項第２号中「33,100円」を「38,760円」に改める。 

  第15条中「4,400円」を「4,700円」に改める。 

第16条第２項各号列記以外の部分中「100分の125」を「、６月に支給する

場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の127.5」

に改め、同条第３項中「100分の125」を「、６月に支給する場合においては

100分の125、12月に支給する場合においては100分の127.5」に、「100分の

70」を「、６月に支給する場合においては100分の70、12月に支給する場合

においては100分の72.5」に改める。 

第17条第２項第１号中「100分の105」を「、６月に支給する場合において

は100分の105、12月に支給する場合においては100分の107.5」に改め、同項

第２号中「100分の50」を「、６月に支給する場合においては100分の50、12

月に支給する場合においては100分の52.5」に改める。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 



別表第１（第４条第１項第１号） 

行政職給料表 

 



 



 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。 

  



別表第２（第４条第１項第２号） 

教育職給料表 

 



 



 

備考 この表は、幼稚園の教諭及びこれに準ずる 

職員に適用する。 

第２条 浦安市一般職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第16条第２項各号列記以外の部分中「、６月に支給する場合においては

100分の125、12月に支給する場合においては100分の127.5」を「100分の

126.25」に改め、同条第３項中「、６月に支給する場合においては100分の

125、12月に支給する場合においては100分の127.5」を「100分の126.25」に、

「、６月に支給する場合においては100分の70、12月に支給する場合におい

ては100分の72.5」を「100分の71.25」に改める。 

第17条第２項第１号中「、６月に支給する場合においては100分の105、12

月に支給する場合においては100分の107.5」を「100分の106.25」に改め、



同項第２号中「、６月に支給する場合においては100分の50、12月に支給す

る場合においては100分の52.5」を「100分の51.25」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和８年

４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の浦安市一般職職員の給与に関する条例（以下

「給与条例」という。）の規定は、令和７年４月１日から適用する。 

 （令和７年４月１日前の異動者の号給の調整） 

３ 令和７年４月１日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定める

これに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職

務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる

限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

（給与の内払） 

４ 第１条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、

同条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、同条の

規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

 


